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 令和６年度水源林保全流域協働事業の実施について（留意事項）  

 

Ⅰ 事業計画書について〔（様式第２）：規程集 111 頁～113 頁〕 

令和６年度水源林保全流域協働事業（市町村別）事業計画（Ｐ6）に基づ

き作成し、提出してください。 

 【添付書類はＰ9参照のこと】 

① 人材育成事業 令和６年４月１日付けで提出（既に提出済み） 

② 間伐推進事業 令和６年５月２４日（金）までに提出 

③ 水源林整備協定事業 事業着手の１ヶ月前までに提出 

 

Ⅱ 助成金交付申請書について〔（様式第４）：規程集 117 頁～119 頁〕 

   事業計画書提出後、事業ごとに内定通知書を送付しますので、速やかに交

付申請書を提出してください。 

【添付書類はＰ9参照のこと】 

 

Ⅲ 変更承認申請書について〔（様式第６）：規程集 121 頁～123 頁〕 

   交付決定された実施計画又は助成金額に変更が生じる場合実施計画変更

承認申請書の提出が必要です。この場合あらかじめ事務局まで相談してく

ださい。 

【添付書類はＰ10 参照のこと】 

 

Ⅳ 事業実績報告書について〔（様式第８）：規程集 125 頁～129 頁〕 

  事業完了後、速やかに事業実績報告書を提出してください。 

【添付書類はＰ11 参照のこと】 

(1) 提出期限   

① 人材育成事業 令和７年３月３１日付けで速やかに提出 

② 間伐推進事業 令和７年３月３日（月）までに提出 

③ 水源林整備協定事業 令和７年３月３日（月）までに提出 

(2) 事業実績報告書の事業実績〔（別紙１）：規程集 126 頁〕の「実施計画」欄 

及び収支精算〔（別紙２）：規程集 127 頁〕の「予算額」欄には、基金から助 

成金交付決定を受けた事業量、金額を記入して下さい。ただし、変更承認 

申請をしている場合は、変更承認後の事業量、金額となります。 

また、間伐推進事業に添付していただく実施箇所別実績〔（別紙３）：規程 

集 128-1、128-2 頁〕については、根拠となる帳票類から正しく転記してく 

ださい。 
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(3) 事業検査書（Ｐ22）は、市町村が実施した検査書に市町村長の原本証明を 

し、事業ごとに添付してください。 

(4) 完了写真については、次のことに留意してください。 

間伐材搬出事業、高齢級間伐事業、特別強化間伐事業、水源林整備協定

事業ごとに、２箇所抽出し、それぞれに事業名及び実施箇所別実績の番号、

実施者名を記載し、提出してください。 

 

Ⅴ 助成金請求書について〔（様式第１０）：規程集 133 頁〕 

提出された実績報告書に基づき、基金から助成金の額を確定し通知します

ので、助成金請求書を速やかに提出してください。 

 

Ⅵ 事業の現地検査について 

基金は、市町村が実施した検査結果をもとに市町村の書類及び現地検査を

令和７年３月４日（火）以降に実施します。 

（水源林対策事業現地検査と同一日で実施します。） 

 

Ⅶ その他 

（1）各実施者への助成金支払通知について 

水源林保全流域協働事業による上下流域相互協力の趣旨周知を図るた

め、各実施者への「助成金支払通知書」はＰ24 を参考に作成し、通知して

ください。 

 （2）提出書類様式の変更について 

    水源林保全流域協働事業業務方法書第４条第１項事業助成金交付要領

の一部改正（令和３年４月１日施行）に伴い関係様式も改正されています

ので注意してください。なお、改正後の様式に関しては令和３年２月１８

日に各市町村担当課にメール送信しています。 

 

 

 ◎留意事項中の記載区分 

 

 ・「○○頁」⇒ 公益財団法人豊川水源基金規程集 ○○頁 

  

 ・「Ｐ△△」⇒ 令和６年度水源林保全流域協働事業の手引き（本冊）Ｐ△△ 

 

 を表すので、それぞれの該当部分を参照してください。 
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人材育成期間は、原則５年間とする。

資格取得等に対する経費

森林作業装備品の支給は、初年度のみとする。

　
　

　

間伐面積が０．０１ha以上の規模で、８齢級以上
の造林地において実施されるもの。

原則として、基金の助成対象となった
間伐事業から搬出された間伐材とする。

原則として、この基金以外の者が行う
補助の対象となった事業は、助成対象
としない。

造林事業は、植栽、下刈、枝打ち、間
伐、間伐材搬出及び作業路、施業路の
開設並びに事業地管理等の事業とする。

測量等調査事業は、測量、調査業務及
び、団地会議設置運営等の事業とする。

10分の10以内
　市町村が水源林整
　備協定事業として
　実施する事業費

水源林対策事業の助成対象事業として実施される
もの。

面積×標準単価

面積×標準単価

水源林整備協定事業として、放置林等の針広混交林
化を図るために実施される､次の事業とする。

　① 造林事業

　② 測量等調査事業

山土場から市場等への輸送運賃 10分の８以内

人 材 育 成 事 業

特別強化間伐事業

水源林整備協定事業

間

伐

推

進

事

業

高齢級間伐事業

　

10分の４以内
　搬出間伐

令和６年度人材育成・間伐推進・水源林整備協定事業助成基準

助 成 率 備 考助成対象事業費事 業 名 助 成 対 象 事 業 の 基 準

間伐材搬出事業

　切捨間伐

　切捨間伐

人員×標準単価 10分の10以内

10分の５以内

10分の８以内
　搬出間伐
10分の９以内

材積×標準単価
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注

　(単位：円／ha）　

令和６年度水源林保全流域協働事業（人材育成・間伐推進事業）標準単価表

搬出材積（㎥／ha）

集材方法 区　分
10㎥以上
20㎥未満

20㎥以上
30㎥未満

30㎥以上
40㎥未満

40㎥以上
50㎥未満

50㎥以上
60㎥未満

30％未満

30％以上

60㎥以上
70㎥未満

70㎥以上
80㎥未満

80㎥以上

 切捨間伐

　　　　　　   作業種
　間伐率

伐倒・玉切・片付

205,000

308,000

伐倒のみ

113,000

170,000

伐倒・玉切

871,000

30％以上 280,000 372,000 465,000 557,000 650,000 743,000 835,000 928,000

593,000 686,000 778,000

704,000 786,000

30％以上 265,000 347,000 430,000 512,000 596,000 678,000 761,000 843,000

822,000

30％以上 271,000 358,000 446,000 532,000 619,000 706,000 793,000 879,000

車両系
(0.28㎥)

国  補
あ　り

30％未満 208,000 290,000 373,000 455,000 539,000

587,000

30％以上 257,000 334,000 412,000 489,000 567,000 644,000

649,000

621,000

国　補
な　し

30％未満 223,000 315,000 408,000 500,000

936,000 1,073,000 1,209,000 1,345,000

車両系
(0.45㎥)

国  補
あ　り

30％未満 200,000 278,000 355,000 432,000 510,000

国　補
な　し

30％未満 214,000 301,000 389,000 475,000 562,000

665,000 742,000

722,000 799,000

736,000

714,000 831,000 947,000 1,064,000 1,181,000

775,000 906,000

30％以上 372,000 493,000 615,000 738,000 859,000 981,000 1,103,000 1,225,000

700,000569,000

1,106,000756,000 872,000

861,000 998,000

961,000

1,028,000 1,150,000783,000 906,000

1,134,000 1,270,000

1,091,000 1,221,000

1,036,000 1,166,000 1,296,000

831,000

989,000

920,000 1,028,000

30％以上 350,000 457,000 565,000 672,000 781,000 888,000 995,000 1,103,000

597,000 706,000 813,000275,000 382,000 490,000

749,000 852,000 953,000 1,055,000

777,000

839,000 935,000

30％以上 333,000 430,000 526,000 624,000 721,000 817,000 914,000 1,010,000

646,000 742,000

572,000 674,000 878,000 979,000

30％以上 546,000

800,000 892,000

30％以上 326,000 417,000 508,000 600,000 692,000 783,000 875,000 967,000

525,000 617,000 708,000433,000

522,000

597,000

国　補
な　し

30％未満 309,000 440,000

国　補
な　し

30％未満 266,000 368,000

30％未満 289,000 405,000

30％以上 364,000 480,000

30％以上 385,000 515,000 644,000

258,000 355,000 451,000 549,000

159,000

架線系
(0.28㎥)

国  補
あ　り

30％未満 297,000 418,000 540,000 663,000

国　補
な　し

30％未満

架線系
(0.45㎥)

国  補
あ　り

国　補
な　し

30％未満 318,000 454,000 590,000 725,000

30％以上 393,000 529,000 665,000 800,000

人材育成事業

間伐材搬出事業

人件費（上限額）

資格取得等経費（上限額）

175,000

3,000

車両系
(0.45㎥)

国  補
あ　り

30％未満

341,000 443,000

251,000 341,000

2,900,000

100,000

森林作業装備品（上限額）

639,000

647,000

　(単位：円／㎥）　

　(単位：円／人）　

列
　
状

（

選
木
な
し

）

搬
　
　
　
出
　
　
　
間
　
　
　
伐

高齢
級間
伐事
業
 

８齢級～

特別
強化
間伐
事業

４齢級～

間
 
 

伐
 
 

推
 
 

進
 
 

事
 
 

業

１：伐倒は、伐採木の幹が地面に着くまでの枝払いをする工程を含む。

２：片付は、玉切した丸太を水平方向に並べ、転落、流出しないように集積又は固定し整理する工程に適用する。

(単位：円／ha）　

471,000

定
　
　
性

車両系
(0.28㎥)

国  補
あ　り

30％未満

240,000
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注 １：架線系の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（主索を用いずに複数の作業索を用いて行う簡易架線集材を含む）に
適用する。

２：車両系の単価適用は、注１以外の集材に適用する。

３：区分の（0.28㎥）、（0.45㎥）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

961,000 1,075,000

架線系
(0.45㎥)

国  補
あ　り

国　補
な　し

796,000 911,000 1,027,000 1,141,000

867,000 970,000

726,000 829,000 932,000 1,035,000

661,000 764,000

731,000 846,000

918,000 1,028,000

国　補
な　し

30％以上 334,000 450,000 565,000 681,000

架線系
(0.28㎥)

国  補
あ　り

国　補
な　し

385,000 500,000 615,000

30％以上 316,000 419,000 522,000 625,000

30％未満 251,000 354,000 457,000 560,000

30％未満 269,000

30％以上 326,000 436,000 546,000 656,000 764,000 874,000 984,000

633,000 731,000

1,093,000

30％未満 261,000 371,000 480,000 590,000 699,000 808,000

828,000 927,000

30％以上 308,000 405,000 503,000 601,000 699,000 796,000 893,000 992,000

30％未満 243,000 340,000 437,000 536,000

884,000

30％以上 301,000 393,000 486,000 578,000 671,000 764,000 856,000 949,000

30％未満 236,000 328,000 421,000 512,000 606,000 699,000 790,000

799,000

30％以上 286,000 368,000 451,000 533,000 617,000 699,000 782,000 864,000

633,000 717,000

835,000

30％以上 291,000 379,000 467,000 553,000 640,000 726,000 814,000 900,000

661,000 749,000

754,000

30％以上 278,000 355,000 433,000 510,000 587,000 665,000 743,000 820,000

600,000 678,000

列
　
状

（

選
木
あ
り

）

車両系
(0.45㎥)

国  補
あ　り

30％未満 212,000 290,000 368,000 444,000 522,000

国　補
な　し

30％未満 226,000 314,000 401,000 487,000 575,000

車両系
(0.28㎥)

国  補
あ　り

30％未満 221,000 303,000 386,000 468,000 551,000

1,063,000

30％以上 314,000 429,000 544,000 660,000 775,000 890,000 1,006,000 1,120,000

949,000

957,000

30％以上 296,000 398,000 501,000 604,000 706,000 808,000 911,000 1,014,000

854,000

架線系
(0.28㎥)

国  補
あ　り

30％未満 239,000 341,000 444,000 547,000 649,000 751,000

国　補
な　し

30％未満 257,000 372,000 487,000 603,000 718,000 834,000

1,016,000

30％以上 305,000 415,000 525,000 635,000 743,000 853,000 963,000 1,073,000

906,000

914,000

30％以上 287,000 385,000 482,000 581,000 678,000 775,000 872,000 971,000

815,000

架線系
(0.45㎥)

国  補
あ　り

30％未満 230,000 328,000 425,000 524,000 621,000 718,000

国　補
な　し

30％未満 248,000 358,000 468,000 578,000 686,000 796,000

間
　
伐
　
推
　
進
　
事
　
業

高齢
級間
伐事
業
 

８齢級～

特別
強化
間伐
事業

４齢級～

搬
　
　
　
出
　
　
　
間
　
　
　
伐

列
　
状

（

選
木
な
し

）

４：使用する林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合には、「国補あり」を適用する。
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事 業 量 2 人 2 人 2 人 3 人 9 人

事 業 費 7,755,722 円 8,525,136 円 8,366,941 円 10,613,468 円 35,261,267 円

助 成 額 6,175,000 円 6,000,000 円 6,000,000 円 9,000,000 円 27,175,000 円

事 業 量 0.000 ㎥ 0.000 ㎥ 0.000 ㎥ 2,600.000 ㎥ 2,600.000 ㎥

事 業 費 0 円 0 円 0 円 7,800,000 円 7,800,000 円

助 成 額 0 円 0 円 0 円 1,275,000 円 1,275,000 円

事 業 量 0.00 ha 0.00 ha 0.00 ha 0.00 ha 0.00 ha

事 業 費 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

助 成 額 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

事 業 量 46.00 ha 40.00 ha 45.31 ha 50.00 ha 181.31 ha

事 業 費 28,720,000 円 13,620,000 円 14,887,400 円 31,790,000 円 89,017,400 円

助 成 額 8,000,000 円 4,700,000 円 5,900,000 円 15,125,000 円 33,725,000 円

0.000 ㎥ 0.000 ㎥ 0.000 ㎥ 2,600.000 ㎥ 2,600.000 ㎥

46.00 ha 40.00 ha 45.31 ha 50.00 ha 181.31 ha

事 業 費 28,720,000 円 13,620,000 円 14,887,400 円 39,590,000 円 96,817,400 円

助 成 額 8,000,000 円 4,700,000 円 5,900,000 円 16,400,000 円 35,000,000 円

事 業 量 8.04 ha 0.00 ha 0.00 ha 5.00 ha 13.04 ha

事 業 費 5,464,000 円 0 円 0 円 7,956,000 円 13,420,000 円

助 成 額 5,464,000 円 0 円 0 円 7,956,000 円 13,420,000 円

事 業 費 41,939,722 円 22,145,136 円 23,254,341 円 58,159,468 円 145,498,667 円

助 成 額 19,639,000 円 10,700,000 円 11,900,000 円 33,356,000 円 75,595,000 円

令和６年度水源林保全流域協働事業（市町村別）事業計画　　　

　　　　　　　　　　　            市  町  村  名
　  事  業  名

設 楽 町 東 栄 町 豊 根 村 新 城 市 合    　計

人  材  育  成  事  業

間

伐

推

進

事

業

　　　間伐材搬出事業

　　　高齢級間伐事業

　　　特別強化間伐事業

小　　計

事 業 量

水源林整備協定事業

合　　計
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番号 品　　名 メーカー ・ 型式 参考価格(消費税別)

1 木まわし スチール 7,800

2 スケール１５ｍ ハスクバーナ 9,000

3 チェンソー 共立　ＣＳＶ３９５ＳＰ 66,500

4 刈払機２６ｃｃ 共立　ＳＲＥ－２６０Ｐ 48,400

5 地下足袋　７枚コハゼ 4,400

6 防振手袋 1,800

7 ヘルメット 1,800

8 二丁差し 11,580

9 保護メガネ 1,000

10 防蜂網 1,500

11 皮手袋 1,000

12 鳶寸　２ 7,200

13 下肢切創防止用保護衣

【参考資料】　  

　森林作業の効率性とともに労働災害を未然に防止するよう安全
に配慮した装備品支給を検討してください。

価格はH27.8月時点の参考価格

森林作業装備品例一覧表
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標準本数
／ha

成立本数
／ha

成立本数
／100㎡

標準本数
／ha

成立本数
／ha

成立本数
／100㎡

13 61～65 650 975 9.8 640 960 9.6

14 66～70 590 885 8.9 580 870 8.7

15 71～75 530 795 8.0 520 780 7.8

16 76～80 470 705 7.1 480 720 7.2

17 81～85 410 615 6.2 420 630 6.3

18 86～90 350 525 5.3 360 540 5.4

19 91～95 300 450 4.5 320 480 4.8

・　間伐推進事業（特別強化間伐事業）は、水源林対策事業の助成対象として実施される

　ものへの上乗せ助成措置のため、スギ１７齢級以上、ヒノキ１９齢級以上の造林地にあ

　っては、成立本数基準を上回る造林地のみが対象となる。

・　間伐推進事業（高齢級間伐事業）は、樹種に関わらず８齢級以上の造林地で実施され

　るものを対象とし、成立本数基準は問わない。

高齢級造林地における標準的な成立本数の基準

・　成立本数100㎡は、10m×10mのプロット作成内の成立本数で、この本数以上であれば

　助成対象となる。

・　県の地域の標準的な施業における林分の密度を準用する。

ス  ギ ヒノキ

齢級
林齢

（年生）
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提出書類一覧表 

◎事業計画書（事業ごとに作成・提出） 

規程集 
手引き 

(本冊) 
内   容 

人材育成 

事業 

間伐推進 

事業 

水源林整備 

協定事業 

111～

112 頁 

 

事業計画書 
( 1 実施計画 2 収支予算 ) 

○ 
(様式第２) 

○ 
(様式第２) 

○ 
(様式第２) 

113 頁 

 

水源林整備協定事業内訳

書 
  

○ 
(様式第２ 関係) 

 P13 
人材育成事業に係る人件

費等明細表 
○   

  
経歴書( 履歴書 ) 

※ 新規候補者のみ 
○   

 P20 施業計画図   ○ 

  標準断面図   
○ 

施業路がある場合 

 

 

◎助成金交付申請書（事業ごとに作成・提出） 

規程集 
手引き 

(本冊) 
内   容 

人材育成 

事業 

間伐推進 

事業 

水源林整備 

協定事業 

117 頁 

 

助成金交付申請書 
○ 

(様式第４) 
○ 

(様式第４) 
○ 

(様式第４) 

118 頁 

 

実施計画 
○ 

(別 紙) 
○ 

(別 紙) 
○ 

(別 紙) 

119 頁 

 

水源林整備協定事業内訳

書 
  

○ 
(様式第４ 関係)  
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◎実施計画変更承認申請書（事業ごとに作成・提出） 

規程集 
手引き 

(本冊) 
内   容 

人材育成 

事業 

間伐推進 

事業 

水源林整備 

協定事業 

121 頁 

 

実施計画変更承認申請書 
○ 

(様式第６) 
○ 

(様式第６) 
○ 

(様式第６) 

122 頁 

 

実施計画変更の内容 
○ 

(別 紙) 
○ 

(別 紙) 
○ 

(別 紙) 

123 頁 

 

水源林整備協定事業内訳

書 
  

○ 
(様式第６ 別紙)  

 P13 
人材育成事業に係る人件

費等明細表 
○ 

(該当者分) 
  

 P20 施業計画図   
○ 

変更前、変更後そ

れぞれ別葉で作成 

  事前協議書（申出書） 
○ 

(任意様式) 
  

  育成者変更理由書 
○ 

(任意様式) 
  

  診断書( 傷病の場合 ) ○   

  意見書 
○ 

(任意様式) 
  

  
経歴書( 履歴書 ) 

※ 新規候補者のみ 
○   
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◎事業実績報告書（事業ごとに作成・提出） 

規程集 
手引き 

(本冊) 
内   容 

人材育成 

事業 

間伐推進 

事業 

水源林整備

協定事業 

123 頁 
  

実績報告書 
○ 

(様式第８) 
○ 

(様式第８) 
○ 

(様式第８) 

124 頁 
  

事業実績 
○ 

(別紙１) 
○ 

(別紙１) 
○ 

(別紙１) 

125 頁 
  

収支精算 
○ 

(別紙２) 
○ 

(別紙２) 
○ 

(別紙２) 

126,127

頁 

 

実施箇所別実績  
○ 

(別紙３) 
 

128 頁 

  
事業内訳書   

○ 
(様式第８  

別紙１) 

 P13 
人材育成事業に係る人件費

等明細表 
○   

 P14 人材育成者確認表 ○   

 P15 人材育成者に対する評価表 ○   

 
P16 資格取得等経費確認表 

○ 
該当がある場合 

  

 
P17 森林作業装備品確認表 

○ 
該当がある場合 

  

 

P18 
間伐材搬出集計表 

（間伐材搬出事業明細表） 
 

○ 
間伐材搬出事

業がある場合 
 

 P19 
間伐材搬出先別集計表 

（間伐材搬出事業明細表） 
 

○ 
間伐材搬出事

業がある場合 
 

 

P21 
水源林整備協定事業 

間伐実績表 
  ○ 

  
出荷先の精算書（写） 
（業者発行の出荷材積量が確認で

きる書類） 

 

○ 
間伐材搬出事

業がある場合 

 

高齢級間伐事

業・特別強化

間伐事業で搬

出間伐がある

場合 

○ 

 
搬出間伐があ

る場合 

  完了写真  ○ ○ 

  P22・23 事業検査書 
○ 

(原本証明要) 
○ 

(原本証明要) 

○ 
(原本証明要) 
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◎助成金請求書（事業ごとに作成・提出） 

規程集 
手引き 

(本冊) 
内   容 

人材育成 

事業 

間伐推進 

事業 

水源林整備 

協定事業 

133 頁 
  

助成金(分割払)請求書 
○ 

(様式第１０) 
○ 

(様式第１０) 
○ 

(様式第１０) 

 

 

◎事業見込書（水源林保全流域協働事業一括で作成・提出） 

規程集 
手引き 

(本冊) 
内   容 

人材育成 

事業 

間伐推進 

事業 

水源林整備 

協定事業 

109 頁 

 

事業見込書 
○ 

(様式第１) 

110 頁 

 

水源林整備協定事業内訳

書 
  

○ 
(様式第１ 関係 ) 

 

 

P13 

 

人材育成事業に係る人件

費等明細表 

 
※雇用保険料、社会保険料率等

の改定が見込まれるときは、別

途様式を送付します。 

 

○ 
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（　　年目）
生年月日：

合　　計

本 俸 等　(A) 手当(B) 手当(C) 手当(D) (A)～(D)合計 ① 標準報酬月額 ① ＋ ②
　 円 円 円 円 円 ％ 円 千円 % 円 % 円 ％ 円 円 円

４月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

５月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

６月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

７月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

８月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

９月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

10月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

11月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

12月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

１月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

２月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

３月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

６月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

１２月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

３月分 0 0.70 0 5.010 0 9.15 0 0.36 0 0

（ア） （イ） （ウ） （エ）

0 0 0 0 0 0

 （キ）   (ク）

雇用
月数

か月 円　 円　
(ア)の千円未満切捨て

0 0
円

【記入上の注意】

３．各項目の「事業主負担額」が「標準単価」以上の場合は「標準単価」を交付申請額欄(キ)(ク)(ケ)に記入し､そうでない場合は「事業主負担額」を交付申請額欄(キ)(ク)(ケ)に記入して下さい。
２．森林作業装備品に関する欄は新規育成者の初年度のみ記入して下さい。
１．給与等は支払い月ではなく、原因月で記入して下さい。

森林作業装備品
標準単価

氏　名：　　

円　

雇　用　保　険　料

0

労　災　保　険　料

労　　　　　　　　　　　　働　　　　　　　　　　　保　　　　　　　　　　　険

子ども・子育て拠出金(G)

0

円

0

(ク) ＋ (ケ) ＋ (コ)

労働保険料＋雇用保険料+石綿拠出金

円　

0

0

　　区　分

月　別

石綿：一般拠出金

0

給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
料

千円

給　　　料　　　・　　　賞　　　与　　　等

賞
与
等

0

0

○○　森林組合

　労働保険算定基礎額　（オ）
(概算保険料率　1.75％）

0

　　　合　　計　（カ）

円

雇用保険料
本人負担額

合　　計

(確定保険料率　5.2％)

0

（ケ）

円

人件費事業主負担額
人件費交付決定額

人件費助成金額

備　　考　　欄

（ウ）＋（カ）－（エ）〔(オ)×保険料率＝百円未満切捨て〕－(イ)(オ)×保険料率＝百円未満切捨て

円 円円

助成金合計額

令 和 ６ 年 度 人 材 育 成 事 業 に 係 る 人 件 費 等 明 細 表

社　会　保　険　料　事　業　主　負　担　分　　標準報酬月額×保険料率＝円未満切捨て

(E)～(G)合計 ②

0

愛知県林業振興基金から
の助成額

健康保険料(E) 厚生年金保険料(F)

円

0

0

0

（　事　業　費　）

0

0

0

0

0

0

0

雇用月数が12ｶ月に満
たない場合の記入欄

円　 円　
0

0

人件費標準単価 × 雇用月数／12月

人件費標準単価

森林作業装備品事業主負担額
(　事　業　費　)

円 円円

（コ）

100,000

(拠出金率　0.002 ％)

円　

　　年　　月　　日生（　　歳）

資格取得等経費事業主
負担額(　事業費　)

資格取得等経費
標準単価

資格取得等経費
交付決定額

森林作業装備品
助成金額

2,900,000

(オ)×拠出金率＝円未満切捨て

令和６年４月分以降
労災保険料率改定対応シート

円

175,000

0

0

資格取得等経費
助成金額

森林作業装備品
交付決定額

当該年度に納付した事業主負担分の

保険料率・負担額を確認してくださ

※ 令和６年３月分（４月納付分）以降の健康保険料率の改定
４０歳未満：５．０１０％、４０歳以上：５．８１０％
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■育成者氏名： ■生年月日 ：    

■採用年月日：

■従事業務

　　・

　　・

　　・

■従事期間

■受講した研修名及び期間

　　・

　　・

　　・

　

■取得した資格・技能

　　・

　　・

　　・

■その他特記事項

　　・

　　・

上記のとおり、当森林組合において雇用し、人材育成を図ったことを証明する。

　　　　　年　　　月　　　日　

㊞

円

証明者職氏名

■賞　　与 ヶ月

■身　　分： □臨時雇用職員 　　□組合職員

人　　材　　育　　成　　者　　確　　認　　表

　　　　 年　 　月　 　日　～     　 　年　 　月　 　日

森林組合名：

　　　年　  　月　　　日

　年　　月　　日生

（該当する□にレ印）

■給料（月額）
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　　　　※　評価基準 Ａ：良い Ｂ：普通 Ｃ：悪い（補習が必要）

評 価 者 役職名

　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　氏　名 ㊞

評価Ｃの場合は、次年度に再評価をお願いします。

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ 研修・指導に対する取組み姿勢・態度

総　　　合　　　評　　　価

　
　　　　　　　　　　　　育　成　者　氏　名

    評　　価　　項　　目

 森林整備の基本的事項の習得

　　森林整備の理解
　　現場技術･作業安全の基本的事項習得など

(公財)県林業振興基金の研修プログラムへの参加

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

         　　年　　　月　　　日

年度    人材育成者に対する評価表

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ
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番号 育成者氏名 免許・講習等の名称
取得日

又は実施日
主　催　者 受講料等

領収書又は支払
証明書等日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

年度　人材育成事業　資格取得等経費確認表

合　　　　　計
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育成者氏名：

番号 品        名 品質・規格・仕様 単位 単価 金　　　額 納入業者 納品書日付
領収書又は支払
証明書等日付

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0合　　　　　計

年度　人材育成事業　森林作業装備品確認表
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市町村名：

番号 実　施　者 実　施　場　所 搬出量（材積） 事業費 摘             要

㎥ 円

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

0

0

0

0

0

0.000 0

年度 　間伐推進事業　間伐材搬出集計表

（間伐材搬出事業明細表）

合　　　　　計

※間伐材搬出事業を実施した場合のみ作成する。

小数点第４位以下切捨
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市町村名：

搬　　　出　　　先 数　　量　(㎥) 摘　　　　　　要

　三河材流通加工事業協同組合 0.000

　○○森林組合加工場 0.000

　○○木材市場 0.000

　その他製材所 0.000

合　　　　　計 0.000 小数点第４位以下切捨

年度　間伐推進事業　間伐材搬出先別集計表

（間伐材搬出事業明細表）

※間伐材搬出事業を実施した場合のみ作成する。

19



水源林整備協定事業施業計画図作成上の留意事項 

 

 施業計画図 

〇 等高線・地番の入っているものを用いて作成する。（縮尺：概ね１/5,000） Ａ３版 

  団地内の当該年度の施業種目、施業範囲が確認できるよう図示する。 

 

○ 施業路は次により図示し、延長も記入する。 

（1）当該年度実施計画部分は、測点は○（№ ）、起点及び終点は◎印で記入し、測点間に 

赤線をひく。 

(2) 次年度以降において計画がある場合は、測点は○（№ ）、起点及び終点は◎印で記入し、 

測点間に赤点線をひく。 

○ 既設道（路）の路線名を記入する。 

記入例 ・国道 ― ○国 〇〇線 ・県道 ― ○県 〇〇線 

・市町村道 ― ○市(町村) 〇〇線           と付記し、茶線をひく。 

・林道 ― ○林 〇〇線  ・作業道 ― ○作 〇〇線   と付記し、緑線をひく。 

○ 施業計画図余白に、凡例（水源林対策事業作業路新設設計図書作成上の留意事項を参照し作成し

たもの）を表示する。 

○ 施業路の標準断面図を添付する。 
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成　立 伐　倒
本 本 ha ㎥ ％

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00 0.000

間伐率 摘　　要
本　　数

樹　種

　　年度　水源林整備協定事業　間伐実績表

合　　　　　　　　計

搬出材積番号 所 有 者 名 実　施　場　所 所有別 林　齢 面　積

21



  年  月  日  

 

 

 市 町 村 長  様 

 

 

検査員 

職氏名 市町村職員 氏   名 ㊞ 

 

事 業 検 査 書 

 

１．助成事業及び実施者名   ○○年度水源林保全流域協働事業 

               人材育成事業・間伐推進事業・水源林整備協定事業 

                                 （事業ごとに作成すること） 

人材育成事業例：○名（氏名記入） 

間伐推進事業例：間伐材搬出事業○件、 

        特別強化間伐事業○件 

２．助成金交付決定年月日       年  月  日（基金交付決定年月日） 

３．助 成 対 象 事 業 費                  円 

４．助 成 金 額                  円 

５．事 業 完 了 年 月 日       年  月  日 

６．検 査 年 月 日       年  月  日 

７．事 業 実 績   別紙のとおり 

８．検 査 結 果 

 

原本と相違ないことを証明する。 

        年  月  日 

市 町 村 長 名 

 

 

 

印 
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（新 設－参 考 ） 

○○年度水源林整備協定事業作業路整備検査調書 

事業区分 新     設    

路線名 ○ ○ ○ ○ 線 

施行場所  ○○  団地（ ○○ 町 ○○ 地内） 

延長 ２０５．５ ｍ 

契約年月日  ○ 年 １０ 月 １４ 日 

変更契約年月日  ○ 年 １１ 月 １１ 日 

契約者住所氏名 
愛知県北設楽郡設楽町田口字○○○○番地 

矢豊建設株式会社 

原契約金額 １，６４８，０００円 

変更契約金額 １，６８０，１５０円 

工期 
着手：   ○年９月１日 

完了：   ○年１０月１１日 

 

 

検査結果 

① №５、№６+２０の敷砂利厚の検査。 

② 幅員の測定（起点、中間、終点）。 

③ 盛土勾配の検査。 

④ 土捨、跡片付の検査。 

⑤ 書類、工事写真検査。 

⑥ 標柱の設置状況。 
 

以上、検査の結果適正であるので合格と認める。 

摘要  

   ※検査結果欄の検査内容については、検査復命書写し添付でも可。 

                                   

（４１日間） 

 ※ 

23



作成参考例 

○○年度豊川水源基金水源林保全流域協働事業助成金支払通知書 

 

                       年  月  日 

 

 

（受 領 者） 様 

 

                                     

〇〇〇森林組合長 

 

 

○○年度公益財団法人豊川水源基金水源林保全流域協働事業助成金を○○     

年○○月○○日付けで（金融機関名称）の貴口座へ下記のとおり振り込みました。 

この助成金は、豊川水系における治水と水資源の安定的確保に重要な役割を果たし

ている森林の保全のため、流域全市町村における水道使用量 1トン 1円相当額を財源

に水源基金から交付されたものです。 

 

記 

 

事業名 事 業 地 
苗木本数 

助 成 額 事務手数料 差引支払額 
面  積 

      

  

 

 支払条件 ① ５か年間事業地の形質を変更してはならない。 

      ② 事業地を善良に管理しなければならない。 
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